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理念や原則を
軽視・無視して良いのか

年金機能強化法案

社会保障

宮
武 

剛 

の

syakaihosho
genron

金
改
革
の
諸
法
案
が
国
会
へ
提
出
さ

れ
、消
費
税
引
き
上
げ
と
か
ら
み
政
局

の
焦
点
に
な
っ
た
。し
か
し
、ど
う
に
も
理
解

に
苦
し
む
改
正
点
が
目
立
つ
。

低
所
得
者
加
算
の
矛
盾・抜
け
道

　

年
金
機
能
強
化
法
案
に
は
①
低
所
得
者
等

へ
の
年
金
上
積
み
②
受
給
資
格
期
間
の
短
縮

③
高
所
得
者
の
年
金
額
切
り
下
げ
等
が
盛
り

込
ま
れ
た
。

　

年
金
上
積
み
の
対
象
は
年
金
を
含
め
合
計

所
得
が
単
身
で
35
万
円
以
下
、世
帯
な
ら
全
員

が
市
町
村
民
税
非
課
税
で
本
人
の
年
金
等
が

老
齢
基
礎
年
金
の
満
額（
特
例
水
準
解
消
後
の

6
・
4
万
円
）以
下
と
さ
れ
る（
推
計
5
0
0
万

人
、2
0
1
5
年
10
月
施
行
、公
費
推
定
0
・

64
兆
円
）。

　

こ
の
加
算
は
対
象
者
全
員
に「
一
律
加

算
」（
6
0
0
0
円
）と
保
険
料
免
除
期
間
に

応
じ
た「
免
除
加
算
」（
最
高
は
40
年
免
除
の

1
万
6
6
6
円
）の
二
本
立
て
。つ
ま
り
他
に

収
入
が
な
け
れ
ば
満
額
6
・
４
万
円
の
受
給
者

で
も
一
律
加
算
で
7
万
円
に
増
額
さ
れ
る
。

　
「
福
祉
的
な
加
算
」と
説
明
さ
れ
る
が
、滞
納

や
未
納
に
よ
る
低
年
金
者
も
含
め
た
一
律
加

算
に
つ
い
て
ル
ー
ル
通
り
保
険
料
を
納
め
た

受
給
者
・
加
入
者
は
ど
う
思
う
か
。繰
り
上
げ

で
減
額
年
金
を
受
け
取
り
一
律
加
算
対
象
に

な
る“
裏
技
”も
出
そ
う
だ
。

10
年
加
入
で
受
給
権
の
危
う
さ

　

年
金
の
受
給
資
格
期
間
は
通
算
25
年（
免
除

期
間
を
含
む
）か
ら
10
年
に
短
縮
さ
れ
る（
公

費
推
定
0
・
35
兆
円
）。確
か
に
24
年
11
か
月
納

付
で
も
無
年
金
者
に
陥
る
の
は
理
不
尽
に
も

思
え
る
が
、そ
の
た
め
に
納
付
困
難
者
の
申
請

免
除（
全
額
～
4
分
の
1
ま
で
）を
設
け
る
。仮

に
40
年
間
全
額
免
除
で
あ
っ
て
も
国
庫
負
担

分
は
支
給
さ
れ
る（
08
年
度
ま
で
の
３
分
の
１

補
助
で
現
在
の
満
額
6
・
6
万
円
の
う
ち
2
・

2
万
円
支
給
）。

　

ま
た
、不
足
期
間
を
補
う
追
納
、60
歳
以
降

の
特
例
任
意
加
入
等
も
あ
る
。こ
れ
ら
救
済
制

度
の
周
知
・
徹
底
が
最
優
先
の
は
ず
だ
。

　

通
算
10
年
で
受
給
権
を
得
ら
れ
る
な
ら

無
年
金
者
は
減
る
も
の
の
、
短
期
加
入
・
低

年
金
者
は
増
え
る
に
違
い
な
い
。
し
か
も
、

2
0
1
5（
平
成
27
）年
10
月
施
行
時
点
か
ら

受
給
資
格
10
年
以
上
～
24
年
未
満
の
無
年
金

者
は
納
付
期
間
に
応
じ
年
金
を
受
け
、さ
ら
に

年



49 健康保険■ 2012.6

先
述
の
老
齢
基
礎
年
金
の
一
律
加
算
も
認
め

ら
れ
る
。

　

25
年
ル
ー
ル
を
守
っ
た
人
々
は“
後
出
し

ジ
ャ
ン
ケ
ン
”の
よ
う
な
改
訂
に
不
信
を
抱
く

だ
ろ
う
。

厚
年・適
用
拡
大
は

医
療
へ
飛
び
火

　

短
時
間
労
働
者
に
対
す
る
厚
生
年
金
の
適

用
拡
大
だ
け
は
消
費
税
引
き
上
げ
に
関
係
な

く
実
施
の
法
案
で
あ
る（
2
0
1
6
年
4
月
予

定
）。

　

通
常
労
働
者
の
お
お
む
ね
4
分
の
3（
週
30

時
間
）以
上
の
現
行
要
件
を
①
2
分
の
1（
週

20
時
間
）以
上
②
1
年
以
上
雇
用
見
込
み
③
標

準
報
酬
月
額
7
・
8
万
円
以
上
に
切
り
替
え
、

5
0
1
人
以
上
の
事
業
所
従
業
員（
学
生
ア
ル

バ
イ
ト
は
対
象
外
）に
適
用
す
る
。こ
の
た
め

標
準
報
酬
月
額
等
級
に
8
・
8
万
円
、7
・
8
万

円
が
新
規
追
加
さ
れ
る
。

　

ど
う
に
も
気
に
な
る
の
は
国
民
年
金
の
保

険
料（
現
在
約
1
・
5
万
円
）と
の
バ
ラ
ン
ス

だ
。最
低
の
８
万
円
程
度
の
非
正
規
労
働
者

や
主
婦
パ
ー
ト
は
厚
生
年
金
に
加
入
し
て
月

額
約
6
5
0
0
円（
現
在
の
保
険
料
率
16
・

4
1
2
%
を
労
使
折
半
）を
払
え
ば
老
齢
基
礎

年
金
に
加
え
厚
生
年
金
の
報
酬
比
例
部
分
も

受
け
取
れ
る（
図
参
照
）。

　

そ
の
倍
額
以
上
の
1
・
5
万
円
の
定
額
保
険

料
を
払
う
国
民
年
金
加
入
者
の
心
情
は
穏
や

か
で
は
な
い
。2
0
0
7
年
改
正
案（
廃
案
）で

は
、こ
の
公
平
性
を
勘
案
し
て
現
行
で
最
低
の

9
・
8
万
円
が
基
準
に
さ
れ
た
。

　

非
正
規
労
働
者
や
主
婦
パ
ー
ト
は
厚
生
年

金
加
入
と
同
時
に
被
用
者
の
医
療
保
険
と
介

護
保
険（
40
歳
以
上
）に
も
強
制
加
入
に
な
る
。

被
扶
養
者（
主
婦
パ
ー
ト
）は
新
規
加
入
、非
正

規
労
働
者
は
市
町
村
国
保
か
ら
転
入
し
、保
険

料
収
入
は
微
増
、医
療
費
は
増
加
、保
険
料
引

き
上
げ
に
迫
ら
れ
る
。た
と
え
ば
健
保
組
合
は

推
定
4
0
0
億
円
の
負
担
増
、逆
に
市
町
村
国

保
は
同
1
0
0
億
円
の
負
担
減
と
泣
き
笑
い

が
生
じ
る
。

　

年
金
機
能
強
化
法
案
は
、な
ぜ
多
く
の
疑
問

や
矛
盾
を
積
み
込
ん
だ
の
か
。

　

も
と
も
と
老
後
の
所
得
保
障
と
い
う「
防
貧

制
度
」を
困
窮
者
支
援
の「
救
貧
制
度
」に
使
う

こ
と
に
無
理
が
あ
る
。生
活
保
護
制
度
を
軸
に

貧
困
施
策
を
組
み
立
て
直
す
べ
き
深
刻
な
現

状
に
対
し
、年
金
制
度
へ
課
題
を
安
易
に
転
嫁

し
て
い
な
い
か
。受
給
資
格
期
間
の
あ
り
方
な

ど
は
、ま
ず
現
行
制
度
で
努
力
を
重
ね
る
こ
と

を
忘
れ
て
い
な
い
か
。年
金
制
度
と
他
の
社
会

保
障
制
度
と
の
連
携
を
ど
こ
ま
で
詰
め
て
論

議
し
た
の
か
。

　

諸
法
案
の
成
立
は
政
局
の
波
間
に
漂
い
、成

立
し
て
も
、そ
の
後
が
心
配
な
法
案
で
も
あ
る
。

■
宮
武  

剛
（
み
や
た
け
・
ご
う
）

毎
日
新
聞
社
・
論
説
副
委
員
長
、埼
玉
県
立
大
学
、目
白
大
学
の
教
授
を
経

て
、目
白
大
学
生
涯
福
祉
研
究
科
・
客
員
教
授
。Ｎ
Ｈ
Ｋ（
Ｅ
テ
レ
）「
福
祉

マ
ガ
ジ
ン
」編
集
長（
毎
月
最
終
水
曜
日
午
後
８
時
放
映
）や
Ｎ
Ｐ
Ｏ「
福

祉
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ジ
ャ
パ
ン
」会
長
も
務
め
る
。

改定案・パートタイマーや非正規労働者で月収８万円の場合

厚生年金に加入すると
保険料

本人負担 約６５００円

老齢基礎年金
月 額

6.6 万円＋約 1.7 万円
（将来も月収８万円と仮定）

国民年金
（主婦パートで第３号）
保険料負担なし
国民年金

（非正規労働者で第１号）
保険料約１．５万円

　　　　

４０年加入で老齢基礎年金
月 額 ６．６万円

厚生年金加入時、主婦パートは医療保険、介護保険（40 歳以上）の保険料
負担も加わる。


